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令
和
３
年
新
年
交
礼
会
の
開
催
中
止
に
つ
い
て

毎
年
１
月
初
旬
に
開
催
し
て
お
り
ま
す
新
年
交
礼
会
で
す
が
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
参
加
す
る
皆
さ
ん
の

安
全
面
を
考
慮
し
、
令
和
3
年
の
開
催
を
中
止
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま

し
た
。
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

砂
川
市
へ
の
行
政
要
望
実
施

11
月
28
日
（
月
）
に
其
田
会
頭
、

佐
藤
副
会
頭
、
作
田
専
務
理
事
が
市

長
室
に
善
岡
市
長
を
訪
ね
、
砂
川
市

が
令
和
５
年
度
の
行
政
施
策
を
編
成

さ
れ
る
に
あ
た
り
、
砂
川
商
工
会
議

所
が
進
め
る
各
種
事
業
並
び
に
街
づ

く
り
開
発
事
業
に
関
す
る
要
望
書
を

提
出
致
し
ま
し
た
。

要
望
項
目
は
次
の
と
お
り
で
す
。

１

商
工
業
の
振
興
と
地
域
活
性
化

対
策
に
つ
い
て

（
１
）
中
小
・
小
規
模
事
業
者
の
活

力
強
化
に
つ
い
て

（
２
）
砂
川
市
融
資
制
度
の
緩
和
に

つ
い
て

（
３
）
ま
ち
づ
く
り
対
策
の
推
進
に

つ
い
て

（
４
）
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス
の
ス

マ
ー
ト
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ

の
利
活
用
に
つ
い
て

（
５
）
砂
川
駅
東
改
札
の
新
設
構
想

に
つ
い
て

（
６
）
北
海
道
立
青
少
年
体
験
活
動

支
援
施
設
ネ
イ
パ
ル
砂
川
の

早
期
改
修
に
つ
い
て

（
７
）
砂
川
火
力
発
電
所
の
廃
止
に

伴
う
地
域
経
済
の
影
響
に
つ

い
て

（
８
）
市
道
南
１
丁
目
線
Ｊ
Ｒ
鉄
道

ガ
ー
ド
の
片
側
通
行
整
備
の

推
進
に
つ
い
て

２

各
会
計
及
び
諸
事
業
に
対
す
る

補
助
金
に
つ
い
て

（
１
）
一
般
会
計
に
対
す
る
補
助
に

つ
い
て

（
２
）
中
小
企
業
相
談
所
特
別
会
計

に
対
す
る
補
助
に
つ
い
て

（
３
）
商
工
業
近
代
化
推
進
特
別
会

計
に
対
す
る
補
助
に
つ
い
て

（
４
）
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
事
業
に

対
す
る
補
助
に
つ
い
て

（
５
）
花
火
大
会
に
対
す
る
補
助
に

つ
い
て

（
６
）
郷
土
み
こ
し
保
存
事
業
に
対

す
る
補
助
に
つ
い
て

（
７
）
中
心
市
街
地
の
活
性
化
事
業

に
対
す
る
補
助
に
つ
い
て

常任委員会構成決定！３つの委員会に再編！！

役職名
委員会名 委 員 長 副 委 員 長 委 員 名

総 務 委 員 会
（１２名）

八 幡 弥 美 広 庭 里 美
大橋 俊彦・葛西 英剛・榊原富美子・渋谷 浩樹
田村 正明・原 修二・福永 敬弘・堀 昭
山田 賢司・吉川 幸宏

地域振興委員会
（１４名）

村 中 雄 司 中 村 和 弘
鯵坂 好弘・池内 一也・石家 裕二・久保 敬介
田中 敏文・多比良和伸・中谷 数正・永森 直弘
信太 英樹・平尾 嘉典・水島 聖一・村上 雅拓

会員活動委員会
（１４名）

造 田 孝 志 佐 藤 祥 浩
浅野 博・宇之津寿男・近藤 俊継・笹島 一彦
佐藤 大将・住 亮太郎・高坂 誠・千葉 智司
堀松 宣弘・増井 悟・増田 拓也・山根 正久

砂川商工会議所議員改選に伴い常任委員会構成につきまして、次のとおり各委員長・副委員長・委員の方が決定
しました。今期より、委員会活動の活性を目指し、総務委員会、地域振興委員会、会員活動委員会の３つの委員会
に再編しました。
尚、任期につきましては令和４年11月１日から令和７年10月31日までとなっております。

【常任委員会（委員長・副委員長・委員）構成】 委員名五十音順
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砂
川
商
店
会
連
合
会
は
昨
年

度
に
引
き
続
き
今
年
度
も
、「
冬

の
大
売
出
し
～
ウ
イ
ン
タ
ー

チ
ャ
ン
ス
セ
ー
ル
抽
選
会
～
」

を
実
施
い
た
し
ま
す
。

店
頭
に
ポ
ス
タ
ー
が
掲
示
さ

れ
て
い
る
お
店
で
12
月
15
日

（
木
）
～
12
月
30
日
（
金
）
ま
で

の
間
に
お
買
い
物
を
す
る
と
、

１
、
０
０
０
円
の
お
買
い
物
毎

に
そ
の
場
で
三
角
く
じ
を
１
枚

引
い
て
も
ら
い
「
当
た
り
」
が

出
た
ら
５
０
０
円
分
の
砂
商
連

商
品
券
と
交
換
い
た
し
ま
す
。

５
０
０
円
商
品
券
は
加
盟
店

共
通
で
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
、
令
和
５
年
２
月
28
日
（
火
）

ま
で
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

是
非
こ
の
機
会
に
、
商
店
街

で
の
お
買
い
物
を
よ
ろ
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。
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Ｙ
Ｅ
Ｇ
の
う
ご
き
８
月

















１
日
▼
第
４
回
Ｙ
Ｅ
Ｇ
が
創
る
夢
あ

る
北
海
道
会
議

交
流
セ
ン
タ
ー
ゆ
う

３
日
▼
北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
Ｐ
Ｒ

準
備
会

会
議
所

７
日
▼
ラ
ブ
・
リ
バ
ー
砂
川
夏
ま
つ

り
設
営
・
イ
ベ
ン
ト
協
力

オ
ア
シ
ス
パ
ー
ク

８
日
▼
ラ
ブ
・
リ
バ
ー
砂
川
夏
ま
つ

り
撤
去
作
業
協
力

オ
ア
シ
ス
パ
ー
ク

21
日
▼
北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
第
２

回
Ｐ
Ｒ
準
備
会

会
議
所

28
日
～
30
日
▼
日
本
Ｙ
Ｅ
Ｇ
第
28
回

北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
大
会
根
室

大
会

根
室
市

日
本
商
工
会
議
所
青
年
部

第
28
回
北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
大
会

根
室
大
会

お問い合わせ・お申し込みは … 砂川商工会議所又は下記まで





























Ｙ
Ｅ
Ｇ
の
う
ご
き
９
月

日
本
商
工
会
議
所
青
年
部

第
32
回
北
海
道
ブ
ロ
ッ
ク
大
会

滝
川
大
会
































































































年
末
調
整
事
務
処
理

個
別
相
談
の
ご
案
内

砂
川
商
工
会
議
所
中
小
企
業
相
談

所
で
は
、
年
末
調
整
事
務
処
理
に
つ

い
て
下
記
の
と
お
り
個
別
に
相
談
を

お
受
け
い
た
し
ま
す
。

令
和
３
年
分
の
給
与
に
つ
い
て

は
、年
末
調
整
を
行
い
１
月
10
日（
納

期
の
特
例
の
場
合
は
１
月
20
日
）
に

納
付
す
る
所
得
税
に
加
算
ま
た
は
減

算
し
て
納
付
等
を
行
い
ま
す
。

疑
問
や
ご
不
明
な
点
が
あ
る
方

は
、お
気
軽
に
当
所（
℡

52
-４
２

９
４
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

▽
日

時

令
和
３
年
12
月
23
日
（
木
）

～
24
日
（
金
）

令
和
４
年
１
月
６
日
（
木
）

７
日
（
金
）

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時

▽
場
所

砂
川
商
工
会
議
所

第
３
会
議
室

▽
持
参
す
る
書
類

賃
金
台
帳
・
所
得
税
源
泉
徴
収

簿
・
扶
養
控
除
等
（
異
動
）
申
告
書
・

保
険
料
、
配
偶
者
特
別
控
除
申
告

書
・
納
期
特
例
事
業
所
は
領
収
書
・

印
鑑
・
生
命
、
損
害
保
険
料
控
除
証

明
書
・
国
保
、
年
金
の
領
収
書
・
配

偶
者
、
扶
養
者
が
働
い
て
い
る
場
合

は
源
泉
徴
収
票
又
は
給
与
明
細
書
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222
222
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222
222
222
222
222
222
222
222
222
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222
222
222
222

令
和
４
年
度
勤
続
従
業
員
顕
彰
式

永
年
に
わ
た
り
会
員
事
業
所
に
勤

務
さ
れ
、
企
業
の
発
展
に
寄
与
さ
れ

た
方
々
を
讃
え
る
、
砂
川
市
内
中
小

企
業
勤
続
従
業
員
顕
彰
式
が
11
月
25

日
（
金
）
に
砂
川
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
に

て
３
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

今
年
度
は
、
勤
続
40
年
３
名
、

勤
続
35
年
４
名
、
勤
続
30
年
６
名
、

勤
続
25
年
10
名
、
勤
続
20
年
10
名
、

勤
続
15
年
28
名
、
勤
続
10
年
38
名
、

勤
続
５
年
43
名
、
計
１
４
２
名
の
方

が
受
賞
さ
れ
、
其
田
会
頭
よ
り
表
彰

状
並
び
に
記
念
品
が
贈
ら
れ
る
と
と

も
に
、
善
岡
市
長
よ
り
勤
続
10
年
以

上
の
方
々
へ
感
謝
状
が
贈
ら
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
受
賞
者
を
代
表
し
て
勤

続
30
年
の
㈱
砂
川
地
方
卸
売
市
場

天
坂
聖
信
氏
が
謝
辞
を
述
べ
ら
れ
ま

し
た
。

な
お
、
受
賞
者
の
方
々
は
次
の
と

お
り
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
紙
面

の
関
係
上
勤
続
15
年
以
下
の
方
は
省

略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
了

承
願
い
ま
す
。

（
敬
称
略
）

勤
続
40
年
（
３
名
）

林

眞
司
〔
水
島
建
設
工
業
㈱
〕

今
井

敏
幸
〔
東
洋
建
設
工
機
㈱
〕

渡
辺

保
夫
〔
㈱
北

斗
〕

勤
続
35
年
（
４
名
）

乾

浩
二
〔
ソ
メ
ス
サ
ド
ル
㈱
〕

伊
倉

亮
〔
ソ
メ
ス
サ
ド
ル
㈱
〕

平
井

光
惠
〔
北
斗
総
業
㈱
〕

増
井

敏
一
〔
㈱
増

建
〕

勤
続
30
年
（
６
名
）

大
崎

一
博
〔
㈱
治
田
タ
イ
ヤ
〕

北
条

一
男
〔
㈱
林
工
務
店
〕

林

幸
一
〔
丸
一
運
輸
㈱
〕

赤
川

茂
〔
丸
一
運
輸
㈱
〕

土
谷

敏
春
〔
丸
一
運
輸
㈱
〕

天
坂

聖
信
〔
㈱
砂
川
地
方
卸
売
市
場
〕

勤
続
25
年
（
10
名
）

成
田

竜
太
〔
ソ
メ
ス
サ
ド
ル
㈱
〕

瀧

清
隆
〔
吉
川
食
品
㈱
〕

岡
田

義
人
〔
水
島
建
設
工
業
㈱
〕

五
十
嵐

敦
〔
村
田
施
設
工
業
㈱
〕

佐
藤

雅
則
〔
村
田
施
設
工
業
㈱
〕

野
中
さ
な
え
〔
㈱
北

斗
〕

指
宿

良
一
〔
㈱
北

斗
〕

墓
田

進
一
〔
㈱
北

斗
〕

石
丸

明
男
〔
㈱
北

斗
〕

松
永

広
高
〔
㈱
北

斗
〕

勤
続
20
年
（
10
名
）

髙
橋

裕
次
〔
ソ
メ
ス
サ
ド
ル
㈱
〕

山
名

敏
樹
〔
㈱
サ
ン
テ
ッ
ク
ス
〕

横
川

久
男
〔
㈱
林
工
務
店
〕

広
瀬

貴
文
〔
㈱
林
工
務
店
〕

高
橋

正
人
〔
丸
一
運
輸
㈱
〕

平
松

貴
裕〔
北
海
道
ス
イ
コ
ー
㈱
〕

倉
持

勇
二
〔
㈱
北

斗
〕

米
田

雅
樹
〔
㈱
北

斗
〕

林

待
子
〔
㈱
北

斗
〕

藤
澤

実
代
〔
村
山
木
材
㈱
〕
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生活保護受給者の方も健診が受けられますのでお問い合わせ下さい

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止の制度)のご案内
経営セーフティ共済は、万が一取引先事業者が倒産

し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、共済金の
貸付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの
資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中
小企業を連鎖倒産から守ります。
加入者の方は取引先事業者が倒産した場合に、積み

立てた掛金の10倍に相当する額（最高８,０００万円）
の範囲内で、回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付
けを受けることができます。
経営セーフティ共済は法律(中小企業倒産防止共済法)

に基づく制度で、国が全額出資している独立行政法人
中小企業基盤整備機構が運営しています。現在約43万
社が加入し、貸付累計件数約27万件、貸付累計額は約１
兆９千億円にのぼっています。
■加入資格
加入できる方は次の条件に該当する中小企業者で、

引き続き１年以上事業を行っている方です。
■掛 金
毎月の掛金は、５千円～20万円の範囲内（５千円単位）

で自由に選ぶことができます。加入後も掛金総額は増
額・減額できます。（減額には一定の要件が必要です。）

掛金は、掛金総額が８００万円になるまで積み立て
られ、掛金総額が掛金月額の40倍以上に達した後は、掛
金の掛止めもできます。掛金の前納もできます。
また、この掛金は税法上損金（法人）または必要経費

（個人事業）に参入することができます。

☆お申込・お問い合わせは
砂川商工会議所 相談業務課（℡ ５２―４２９４）
までお願いします。

業 種 資本金等の額 従業員数
製造業・建設業・運送業その他 ３億円以下 ３００人以下
卸 売 業 １億円以下 １００人以下
小 売 業 ５千万円以下 ５０人以下
サービス業 ５千万円以下 １００人以下
ゴム製品製造業 ３億円以下 ９００人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 ３億円以下 ３００人以下
旅 館 業 ５千万円以下 ２００人以下



２部優勝

勤
続
45
年
（
１
名
）

































小
規
模
企
業
共
済
と
は
？

小
規
模
企
業
共
済
制
度

は
、
小
規
模
企
業
の
個
人
事

業
主（
共
同
経
営
者
を
含
む
）

ま
た
は
会
社
等
の
役
員
の
方

が
事
業
を
や
め
ら
れ
た
り
、

退
職
さ
れ
た
り
し
た
場
合

に
、
生
活
の
安
定
や
事
業
の

再
建
を
図
る
た
め
の
資
金
を

あ
ら
か
じ
め
準
備
し
て
お
く

共
済
制
度
で
す
。
い
わ
ば

「
経
営
者
の
退
職
金
制
度
」

と
い
え
ま
す
。

制
度
の
特
色

①
安
心
・
確
実
な
国
（
独
立

行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤

整
備
機
構
）
の
共
済
制
度

②
税
制
面
で
大
き
な
メ
リ
ッ
ト

◎
掛

金
・・・
全
額
が「
小

規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控

除
」
と
し
て
、
課
税
対
象

所
得
か
ら
控
除
で
き
ま

す
。（
１
年
以
内
の
前
納

掛
金
も
同
様
で
す
）

◎
共
済
金
・
・
・
退
職
所
得

扱
い
（
一
括
受
取
り
）
ま

た
は
公
的
年
金
等
の
雑
所

得
扱
い
（
分
割
受
取
り
）

③
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
合
わ

せ
た
共
済
金
の
受
取
方
法

が
選
べ
ま
す

④
事
業
資
金
等
の
貸
付
制

度
も
充
実

加
入
で
き
る
人
は
？

常
時
使
用
す
る
従
業
員
が

20
人
以
下
（
宿
泊
業
・
娯
楽

業
を
除
く
サ
ー
ビ
ス
業
、
商

業
で
は
５
人
以
下
）
の
個
人

事
業
主
、
共
同
経
営
者
（
個

人
事
業
主
１
人
に
つ
き
２
人

ま
で
）
及
び
会
社
の
役
員
が

加
入
で
き
ま
す
。

毎
月
の
掛
金
は
？

掛
金
月
額
は
１
，０
０
０
円

～
７
０
，
０
０
０
円
の
範
囲

内
（
５
０
０
円
単
位
）
で
自

由
に
選
べ
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
相
談
業
務

課

℡
52

４
２
９
４
）
ま

で
お
願
い
し
ま
す
。

掛金納付年数 ５年 １０年 １５年 ２０年 ３０年 共 済 事 由 等掛金合計額 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 3,600,000

共済金Ａ 621,400 1,290,600 2,011,000 2,786,400 4,348,000
◎個人事業の廃止・死亡
（配偶者又は子への事業譲渡含む）
◎個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任
◎共同経営者の疾病または負傷による退任
◎会社等の解散 など

共済金Ｂ 614,600 1,260,800 1,940,400 2,658,800 4,211,800
◎老齢給付
（６５歳以上で１８０か月以上掛金を納付した方）
◎会社等役員の疾病・負傷・６５歳以上による退任

など

準共済金 600,000 1,200,000 1,800,000 2,419,500 3,832,740
◎法人成りし、その会社の役員に就任しなかった
◎法人成りし、その会社の役員に就任した
（役員たる小規模企業者となったときを除く）
◎会社等の役員の退任
（疾病・負傷・６５歳以上・死亡・解散を除く） など

解約手当金
■掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80％～120％相当額が受け取れます。
掛金納付月数が240ヵ月（20年）未満での受取額は、掛金合計額を下回りま
す。

◎任意解約
◎掛金を12ヵ月分以上滞納したとき
◎法人成りし、その会社の役員たる小規模企業者と
なった など

共済金等の受け取りについて 掛金 毎月 10,000円の場合 （単位：円）





当
所
と
砂
川
市
で
は
、
連
携
し
て

砂
川
市
内
で
創
業
を
目
指
す
方
へ
の

支
援
を
強
化
し
て
お
り
、
本
年
度
創

業
希
望
者（
創
業
に
関
心
の
あ
る
方
、

創
業
後
間
も
な
い
方
等
）
を
対
象
に

創
業
セ
ミ
ナ
ー
を
実
施
し
て
お
り
ま

す
。１

回
目
は
、
10
月
24
日
（
月
）
18

時
よ
り
、
中
小
企
業
診
断
士
で
中
小

企
業
診
断
士
事
務
所
ア
ン
ト
レ
Ｃ
Ｓ

代
表
の
田
中
修
身
氏
よ
り
「
創
業
の

準
備
に
つ
い
て
」
と
題
し
、
創
業
す

る
に
あ
た
っ
て
の
大
切
な
こ
と
と
し

て
動
機
を
明
確
に
す
る
、
強
み
を
生

か
す
、
目
標
を
明
確
に
す
る
等
の
創

業
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
大
事
で

あ
る
と
の
ご
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。２

回
目
は
、
11
月
７
日
（
月
）
18

時
よ
り
、
１
回
目
同
様
の
田
中
修
身

氏
よ
り
「
効
率
的
な
売
り
上
げ
ア
ッ

プ
方
法
に
つ
い
て
」
と
題
し
、
マ
ー

ケ
テ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識

や
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど

の
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
戦
略
に
つ
い
て
ご
説
明
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

３
回
目
は
、
11
月
22
日
（
火
）
18

時
よ
り
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
札
幌

北
支
店
国
民
生
活
事
業
融
資
第
二
課

長
で
あ
る
佐
藤
修
氏
よ
り
「
創
業
融

資
や
事
業
計
画
書
の
ポ
イ
ン
ト
」
と

題
し
、
創
業
計
画
や
事
業
計
画
の
作

成
の
注
意
点
等
の
説
明
を
受
け
ま
し

た
。
ま
た
、
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
中
小
企
業

診
断
士
の
大
野
昌
人
氏
か
ら
は
「
会

計
の
基
本
」
と
題
し
、
創
業
す
る
に

あ
た
っ
て
の
資
金
計
画
と
、
収
支
計

画
の
立
て
方
、
個
人
と
法
人
の
違
い

等
の
ご
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
後
の
４
回
目
に
つ
い
て
は
12
月

９
日
（
金
）
18
時
よ
り
「
人
材
確
保

と
人
材
育
成
に
つ
い
て
」
と
題
し
、

実
施
し
ま
す
。

ご
興
味
の
あ
る
方
は
、
砂
川
商
工

会
議
所（
℡

52
-４
２
９
４
）ま
で

ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。




























































（４）令和４年12月５日発行 な な か ま ど

１
日
▼
第
１
回
臨
時
議
員
総
会

砂
川
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

２
日
▼
オ
ア
シ
ス
パ
ー
ク
か
ら
ゆ
め

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
臨
時
総

会

遊
水
地
管
理
棟

７
日
▼
第
２
回
創
業
セ
ミ
ナ
ー会

議
所

８
日
▼
第
８
回
三
役
会

会
議
所

９
日
▼
労
働
保
険
事
務
組
合
担
当
者

研
修

Ｗ
Ｅ
Ｂ

10
日
▼
第
255
回
全
道
商
工
会
議
所
専

務
理
事
会
議

札
幌
市

11
日
▼
令
和
４
年
度
経
営
指
導
員
協

議
会
研
修
会

滝
川
市

▼
法
人
会
税
務
署
表
彰
状
授
与

会
議
所

▼
青
色
申
告
会
税
務
署
表
彰
状

授
与

会
議
所

▼
砂
川
市
議
会
と
オ
ア
シ
ス

パ
ー
ク
か
ら
ゆ
め
ま
ち
づ
く

り
協
議
会
懇
談
会砂

川
市
役
所

17
日
▼
第
４
回
常
議
員
会

砂
川
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

18
日
▼
経
営
改
善
資
金
推
薦
団
体
連

絡
協
議
会

札
幌
市

▼
砂
商
連
臨
時
役
員
会書

面
開
催

21
日
▼
令
和
４
年
度
年
金
研
修
会

滝
川
市

▼
講
演
会
「
初
心
者
で
も
わ
か

る
Ｄ
Ｘ
入
門
セ
ミ
ナ
ー
」

会
議
所

22
日
▼
第
３
回
創
業
セ
ミ
ナ
ー会

議
所

24
日
▼
第
３
回
砂
川
観
光
協
会
理
事

会
砂
川
市

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
ゆ
う

25
日
▼
砂
川
市
内
中
小
企
業
勤
続
従

業
員
顕
彰
式

砂
川
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

28
日
▼
行
政
要
望

砂
川
市
役
所

30
日
▼
青
色
申
告
決
算
説
明
会会

議
所

会
議
所
の
う
ご
き
６
月

委
員
会
の
う
ご
き
８
月


















































は
し
ご
酒
大
会
に
つ
い
て

 

 





























北
海
道
胆
振
東
部
地
震
に

係
る
特
別
相
談
窓
口
の

開
設
に
つ
い
て

当
商
工
会
議
所
で
は
、
平
成
30

年
９
月
６
日
の
地
震
に
よ
り
、
経

営
に
影
響
を
受
け
て
い
る
中
小
企

業
者
等
の
経
営
及
び
金
融
の
相
談

に
対
応
す
る
た
め
、
特
別
相
談
窓

口
を
開
設
し
て
お
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

開
設
場
所

砂
川
商
工
会
議
所

相
談
業
務
課

℡

５
２
㿌
４
２
９
４

第
２
回
経
済
政
策
特
別
委
員
会
開
催

第
２
回
総
務
委
員
会
開
催

会
議
所
の
う
ご
き
11
月

第
３
回
工
業
委
員
会
開
催

お
買
い
物
は
地
元
商
店
街
で
！

▽
日

時

令
和
４
年
11
月
17
日
（
木
)正
午

▽
場

所

砂
川
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

▽
報
告
事
項

(１
)す
な
が
わ
飲
食
店
応
援
券
換
金

状
況
報
告
に
つ
い
て

(２
)第
２
弾
す
な
が
わ
飲
食
店
応
援

券
換
金
状
況
報
告
に
つ
い
て

(３
)会
計
報
告
(10
月
末
)に
つ
い
て

(４
)委
員
会
報
告
に
つ
い
て

▽
議

案

(１
)11
月
・
12
月
事
業
計
画
に
つ
い

て

(２
)常
任
委
員
会
正
副
委
員
長
・
委

員
に
つ
い
て

(３
)顧
問
･参
与
の
委
嘱
に
つ
い
て

(４
)行
政
要
望
（
案
）
に
つ
い
て

▽
そ
の
他

(１
)第
31
期
(第
１
期
目
)常
議
員
会

会
計
収
支
予
算
に
つ
い
て

常
議
員
会
の
う
ご
き
11
月

道
路
功
労
者
表
彰
受
賞

委
員
会
の
う
ご
き
11
月

 

 



































































































砂
川
商
工
会
議
所
職
員
発
令

９
月
１
日
付
け
の
発
令
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

相
談
業
務
課
嘱
託

（
事
務
局
次
長
兼
相
談
所
長
）

作
田

清
之

事
務
局
次
長
兼
相
談
所
長

（
相
談
業
務
課
長
）河原

正
一

相
談
業
務
課
長

（
相
談
業
務
課
主
事
）

水
島

和
彦

第
８
回
広
報
委
員
会
開
催

第
４
回
常
議
員
会
開
催

第
１
回
３
号
議
員
選
任
委
員
会
開
催

第
２
回
会
頭
推
薦
委
員
会
開
催

去
る
、
11
月
25
日
（
木
）
18
時
よ

り
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｏ
Ｔ
に
於
い
て
、
第
８
回

広
報
委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
次
の
議

案
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

▽

議

事

（
１
）
掲
載
記
事
の
検
討
に
つ
い
て

会
議
所
の
う
ご
き
10
月

６
日
▼
第
９
回
三
役
会

会
議
所

９
日
▼
第
４
回
創
業
セ
ミ
ナ
ー会

議
所

10
日
▼
第
１
回
会
長
・
監
事
選
考
委

員
会

銀
座
園

21
日
▼
第
５
回
理
事
会

会
議
所

Ｙ
Ｅ
Ｇ
の
う
ご
き
11
月

お
買
い
物
は
地
元
商
店
街
で
！

報

告

会
議
所
の
う
ご
き
12
月

予
定

<
>

Go To Eat 北海道お食事券
販売・利用期限延長のお知らせ
お食事券は、下記の通り延長し
ましたのでお知らせいたします。

販売期限 令和3年12月24日(金）迄

利用期限 令和4年１月31日(月）迄

年
末
調
整
事
務
処
理

個
別
相
談
の
ご
案
内

砂
川
商
工
会
議
所
中
小
企
業
相
談

所
で
は
、
年
末
調
整
事
務
処
理
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
個
別
に
相
談
を
お

受
け
い
た
し
ま
す
。

令
和
４
年
分
の
給
与
に
つ
い
て

は
、年
末
調
整
を
行
い
１
月
10
日（
納

期
の
特
例
の
場
合
は
１
月
20
日
）
に

納
付
す
る
所
得
税
に
加
算
ま
た
は
減

算
し
て
納
付
等
を
行
い
ま
す
。

疑
問
や
ご
不
明
な
点
が
あ
る
方

は
、
お
気
軽
に
当
所
（
℡
52
-４
２

９
４
）ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

▽
日

時

令
和
４
年
12
月
22
日
（
木
）

～
23
日
（
金
）

令
和
５
年
１
月
12
日
（
木
）

～
13
日
（
金
）

午
前
10
時
か
ら
午
後
４
時

▽
場
所

砂
川
商
工
会
議
所

第
３
会
議
室

▽
持
参
す
る
書
類

賃
金
台
帳
・
所
得
税
源
泉
徴
収

簿
・
扶
養
控
除
等
（
異
動
）
申
告
書
・

保
険
料
、
配
偶
者
控
除
等
申
告
書
・

納
期
特
例
事
業
所
は
領
収
書
・
印

鑑
・
生
命
、
損
害
保
険
料
控
除
証
明

書
・
国
保
、
年
金
の
領
収
書
・
配
偶

者
、
扶
養
者
が
働
い
て
い
る
場
合
は

源
泉
徴
収
票
又
は
給
与
明
細
書

砂
川
市
役
所
・
砂
川
建
設
協
会
と

の
合
同
企
画
に
よ
る
、
令
和
５
年
新

年
交
礼
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
今

回
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

防
止
の
観
点
か
ら
、飲
食
を
行
わ
ず
、

食
事
を
お
持
ち
帰
り
と
さ
せ
て
い
た

だ
く
形
式
で
開
催
致
し
ま
す
。

参
加
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
同
封

の
ご
案
内
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
会
費

会
員
の
皆
様
へ

令
和
５
年
新
年
交
礼
会
開
催

会
員
の
皆
様
へ

令
和
４
年
新
年
交
礼
会
開
催

令
和
５
・
６
年
度
に
市
が
発
注
す

る
工
事
ま
た
は
製
造
の
請
負
、
物
件

の
買
入
れ
、
そ
の
他
の
契
約
に
係
る

競
争
入
札
に
参
加
す
る
場
合
は
、
事

前
に
入
札
参
加
資
格
者
と
し
て
登
録

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

随
時
の
申
請
は
原
則
受
け
付
け
ま

せ
ん
の
で
、
入
札
参
加
を
希
望
さ
れ

る
方
は
忘
れ
ず
に
申
請
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

受
付
期
間

令
和
５
年
１
月
10
日
(火
)～

令
和
５
年
２
月
10
日
(金
)

（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
）

受
付
時
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で

受
付
場
所

市
役
所
３
階
会
議
室

お
問
合
せ

砂
川
市
役
所

総
務
部

総
務
課

契
約
管
財
係

（
℡

７
４
㿌
８
７
８
９
）

を
添
え
て
当
所
窓
口
へ
お
申
込
み
下

さ
い
。

▽
開
催
日
時

令
和
５
年
１
月
５
日
(木
)６
時
～

▽
開
催
場
所

砂
川
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

▽
会

費

１
人

２
，
０
０
０
円

▽
申
込
締
切

会
費
持
参
の
う
え
12
月
16
日（
金
）

ま
で
に
お
申
込
み
下
さ
い
。
















令
和
５
・
６
年
度
競
争
入
札

参
加
資
格
審
査
申
請
に
つ
い
て


